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昭
和
五
十
四
年
五
月
十
七
日
提
出 

質

問

第

三

一

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

書 東
京
湾
岸
道
路
の
建
設
に
伴
う
環
境
影
響
評
価
技
術
指
針
に
基
づ
く
調
査
等
に
関
す
る
質
問
主
意 

昭
和
五
十
四
年
五
月
十
七
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

灘 

尾 
弘 

吉 

殿 

提 

出 

者 
 

木 
 

原 
 
 

実 

 

一 

 



 

一 

建
設
省
は
国
道
三
五
七
号
の
、
日
本
道
路
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
は
東
関
東
自
動
車
道
（
以
下
「
東
関

道
」
と
い
う
。
）
の
建
設
に
当
た
つ
て
い
る
が
、
市
川
市
か
ら
千
葉
市
に
至
る
区
間
に
つ
い
て
次
の
質
問
に
答
え

ら
れ
た
い
。 

 
2 

環
境
影
響
評
価
技
術
指
針
に
基
づ
く
予
測
及
び
評
価
は
統
一
的
な
項
目
及
び
手
法
に
よ
つ
て
実
施
さ
れ
て

い
る
か
、
統
一
さ
れ
て
い
る
場
合
の
項
目
及
び
手
法
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
異
な
る
項
目
及
び
手

法
に
よ
つ
た
場
合
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 

建
設
者
別
、
工
事
区
間
別
に
実
施
若
し
く
は
計
画
し
て
い
る
環
境
保
全
対
策
の
全
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 書 東

京
湾
岸
道
路
の
建
設
に
伴
う
環
境
影
響
評
価
技
術
指
針
に
基
づ
く
調
査
等
に
関
す
る
質
問
主
意 

三 

 



 

二 

前
項

1
か
ら

4
ま
で
の
項
目
の
す
べ
て
に
関
連
す
る
が
、
千
葉
市
幕
張
西
地
区(

埋
立
地
幕
張
Ｂ
地
区)

の
住

民
は
昭
和
五
十
三
年
六
月
に
「
東
京
湾
岸
道
路
の
環
境
影
響
評
価(

千
葉
市
幕
張
西
地
区)

住
民
ア
セ
ス
メ
ン
ト

を
め
ざ
し
て
」
と
題
し
て
、
住
民
が
独
自
に
自
力
で
同
地
区
の
環
境
影
響
事
前
予
測
評
価
を
実
施
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
関
し
て
次
の
項
目
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

1 

住
民
が
環
境
保
全
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
努
力
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

4 

環
境
対
策
上
沿
道
住
民
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
要
望
な
い
し
提
案
が
あ
れ
ば
、
建
設
者
別
、
工
事
区
間
別
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
更
に
、
そ
れ
ら
の
提
案
、
要
望
の
う
ち
建
設
省
及
び
公
団
が
実
施
し
た
も
の
若
し
く

は
実
施
計
画
に
取
り
入
れ
た
も
の
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

3 
右
記
の
環
境
影
響
事
前
予
測
評
価
に
つ
い
て
住
民
か
ら
提
起
さ
れ
た
疑
義
が
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
建
設

者
別
、
工
事
区
間
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
疑
義
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
承
り
た

い
。 

四 

 



 

三 

建
設
省
関
東
地
方
建
設
局
千
葉
国
道
工
事
事
務
所
及
び
公
団
東
京
第
一
建
設
局
市
川
工
事
事
務
所
は
、
昭
和

五
十
三
年
十
二
月
に
「
幕
張
西
地
区
に
お
け
る
東
京
湾
岸
道
路
の
環
境
対
策
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
対
策
書
」
と
い

う
。
）
と
い
う
文
書
を
千
葉
県
、
千
葉
市
及
び
幕
張
西
地
区
住
民
に
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
以
下

1

か
ら

5
ま
で
の
項
目
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 

3 

対
策
書
は
環
境
庁
に
も
提
示
さ
れ
た
か
。
提
示
さ
れ
た
と
す
れ
ば
環
境
庁
に
お
け
る
「
対
策
書
」
の
取
り
扱 

2 

対
策
書
に
つ
い
て
千
葉
市
に
そ
の
検
討
を
要
請
し
た
か
。
も
し
要
請
し
た
と
す
れ
ば
千
葉
市
の
検
討
結
果

の
回
答
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 

対
策
書
に
つ
い
て
千
葉
県
に
そ
の
検
討
を
要
請
し
た
か
。
も
し
要
請
し
た
と
す
れ
ば
千
葉
県
の
検
討
結
果

の
回
答
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 
「
住
民
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
の
予
測
評
価
の
項
目
、
手
法
及
び
結
論
に
つ
い
て
、
政
府
が
環
境
保
全
政
策
と
し

て
目
指
す
方
向
と
の
比
較
検
討
を
し
た
場
合
に
相
容
れ
な
い
点
が
あ
れ
ば
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

四 

千
葉
市
幕
張
西
地
区(

埋
立
地
幕
張
Ｂ
地
区)

に
は
隣
接
し
て
す
で
に
京
葉
道
路
、
同
幕
張
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
及
び
国
道
一
四
号
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地
区
に
さ
ら
に
超
大
型
道
路
と
も
言
え
る
東
京
湾
岸
道
路
の
建 

5 

対
策
書
の
大
気
に
関
す
る
予
測
に
つ
い
て
浮
遊
粉
じ
ん
、
炭
化
水
素
、
一
酸
化
炭
素
の
排
出
総
量
及
び
拡

散
を
予
測
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

4 
対
策
書
の
騒
音
に
関
す
る
予
測
に
つ
い
て 

(ロ ) 

京
葉
道
路
、
国
道
一
四
号
、
都
市
計
画
道
路
三
三
九
号
及
び
同
三
一
四
号
に
起
因
す
る
騒
音
と
湾
岸
道

路
（
東
関
道
及
び
国
道
三
五
七
号
）
に
起
因
す
る
騒
音
を
合
成
し
た
予
測
値
を
示
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ

か
、
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

(イ ) 

道
路
と
垂
直
方
向
の
騒
音
は
予
測
さ
れ
て
い
る
が
、
走
行
車
輔
が
進
行
方
向
後
向
き
に
発
す
る
騒
音
の

影
響
が
予
測
値
に
算
入
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
な
ぜ
か
、
政
府
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

い
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

2 

東
京
湾
岸
道
路
の
新
設
に
当
た
つ
て
、
同
地
区
の
環
境
基
準
達
成
の
視
点
か
ら
次
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

配
慮
し
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 
京
葉
道
路
な
い
し
国
道
一
四
号
に
面
す
る
部
分
に
つ
い
て
環
境
基
準
は
達
成
さ
れ
て
い
る
か
。
達
成
さ 

れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
達
成
の
目
標
年
次
及
び
達
成
の
た
め
の
施
策
の
策
定
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た 

い
。 

設
計
画
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
以
下
の
質
問
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

(ハ ) 

都
市
計
画
道
路
三
一
四
号
及
び
三
三
九
号
を
通
じ
て
こ
の
東
京
湾
岸
道
路
と
国
道
一
四
号
及
び
京
葉
道

路
と
の
自
動
車
交
通
の
流
れ 

(ロ ) 

京
葉
道
路
幕
張
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
東
関
道
習
志
野
料
金
所
及
び
東
関
道
幕
張
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

が
極
め
て
近
接
し
て
い
る
こ
と 

(イ ) 

東
京
湾
岸
道
路
と
京
葉
道
路
及
び
国
道
一
四
号
と
が
極
め
て
近
接
し
て
い
る
こ
と 

七 

 



 

五 
東
関
道
習
志
野
料
金
所
に
関
し
て
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 

5 

千
葉
市
幕
張
西
地
区
住
民
に
対
す
る
回
答
が
十
分
に
住
民
を
納
得
さ
せ
う
る
に
足
る
も
の
か
否
か
、
政
府

の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

4 

千
葉
市
幕
張
西
地
区
住
民
は
習
志
野
料
金
所
の
分
散
縮
小
を
提
案
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
公
団
は

い
か
な
る
回
答
を
し
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

3 

習
志
野
料
金
所
の
設
置
及
び
そ
の
環
境
対
策
に
つ
い
て
習
志
野
市
と
公
団
の
連
絡
、
協
議
状
況
及
び
同
市

民
へ
の
説
明
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

同
対
策
に
つ
い
て
の
千
葉
市
と
公
団
と
の
連
絡
、
協
議
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 
習
志
野
料
金
所
対
策
を
実
施
す
る
区
域
に
は
一
部
千
葉
市
幕
張
西
地
区
を
含
ん
で
お
り
、
公
団
は
同
料
金

所
の
設
置
計
画
及
び
環
境
対
策
に
つ
い
て
同
地
区
住
民
に
対
し
ど
の
よ
う
な
説
明
を
し
た
か
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

八 

 



 

 

九 

六 
環
境
庁
長
官
は
建
設
大
臣
に
対
し
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
十
日
付
環
大
特
第
一
一
〇
号
「
環
境
保
全
上

当
面
講
ず
べ
き
道
路
交
通
騒
音
対
策
に
係
わ
る
措
置
に
つ
い
て
」
に
て
五
項
目
の
要
請
を
し
て
い
る
が
、
こ
の

要
請
と
の
関
連
に
お
い
て
以
下
の
項
目
に
回
答
さ
れ
た
い
。 

1 

建
設
大
臣
は
要
請
の
各
項
目
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
か
。 

2 

建
設
大
臣
は
環
境
庁
長
官
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
事
務
連
絡
を
し
た
か
。 

3 

要
請
の
第
四
項
目
に
は
「
道
路
の
新
設
に
あ
た
つ
て
は
、
環
境
基
準
に
つ
い
て
計
画
段
階
か
ら
十
分
配
慮

す
る
こ
と
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
新
設
道
路
で
あ
る
東
京
湾
岸
道
路
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
配
慮
を

建
設
大
臣
は
行
つ
た
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


